
第40回 
北薬会定期総会
北薬会会則の改定案について
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改定のポイント①
• 平成30年4月1日から大学が北海道科学大学に統合され
るため、それに伴って同窓会組織も統合後に自動的に新
しい組織へ 

• 名称は「北海道薬科大学同窓会（略称：北薬会）」から、
「北薬会」を正式名称へ変更 

• 本会の会員の対象となる同窓生は、既存の同窓生に加え
て、統合後の北海道科学大学薬学部の同窓生へスイッチ
（※北海道科学大学同窓会「雪嶺会」の会則も同時に「薬
学部以外」を対象とした組織へ） 

• その他、現状の同窓会の運営に沿った形に細部の変更を
行う
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会の名称変更にあわせ会則名の変更

名称の変更と定義

メインは薬学部だが、母体である北海道科学大学 
ならびに、その他系列校との連携を想定している
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現状にあわせ、事業の再定義を行う

北海道薬科大学→北海道科学大学
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会員を北海道薬科大学卒業生と北海道科学大学薬学部卒業生に再定義

顧問の定義も将来を見越して変更を加える
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設立当時（昭和54年）に想定した組織役員の中で 
現実的に長年機能していない役職を削除し、現在の運営に沿った形に整理



7

前条と同様に現状の運営にあった形に整理

同じく、現状運営されていない幹事会を削除し、 
運営上必要な正副会長会議を定義
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同じく役職の整理にあわせて選任方法の定義変更
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北海道科学大学同窓会（雪嶺会）の会費が、30年会費で 
4万円（入学時納付）であるため、北薬会も4万円に。 
ただし、当分は永久会費として運営する予定。

新会則のスタートを大学統合の平成30年度からとする


